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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
五
十
八
号

労
働
安
全
衛
生
法
及
び
作
業
環
境
測
定
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
三
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
る
改
正

後
の
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
四
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
労
働
安
全
衛
生
法
第

四
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
設
計
審
査
の
方
法
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
八
年
四
月
一
日

か
ら
適
用
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

労
働
安
全
衛
生
法
第
四
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
設
計
審
査
の
方
法

一

こ
の
告
示
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
第
三
十
七
条
第
三
項
に
定
め
る
登
録
設
計
審
査
等
機
関
が
行
う
設
計
審
査
（
以
下
単
に

「
設
計
審
査
」
と
い
う
。
）
の
方
法
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

二

設
計
審
査
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条

第
一
項
各
号
に
定
め
る
特
定
機
械
等
ご
と
に
、
別
表
第
一
か
ら
第
八
ま
で
の
左
欄
に
掲
げ
る
審
査
項
目
に
つ
い
て
、
同
表
の

中
欄
に
掲
げ
る
審
査
の
方
法
に
よ
る
審
査
の
結
果
が
、
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
判
定
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す



- 2 -

る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



1 

 

別表第１ 令第 12条第１項第１号に定めるボイラーの設計審査の方法 

審査項目 審 査 の 方 法 判 定 基 準 

１ 材料  ボイラーの耐圧部分に使用され

る主要材料がボイラー構造規格（

平成 15 年厚生労働省告示第 197

号。以下この表において「構造規

格」という。）の材料の規定に適

合したものであることを、ボイラ

ーに使用する材料について記載さ

れた申請書類により確認する。 

 構造規格第１条及び第２条又は

第 88 条及び第 89 条の規定に適合

していること。 

２ 構造  ボイラーの構造が構造規格の規

定に適合したものであることを、

強度計算書、構造図その他のボイ

ラーの構造、耐圧性能等について

記載された申請書類により確認す

る。 

 構造規格第３条から第６条まで

、第１編第２章及び第 45 条又は第

90 条から第 92 条までの規定に適合

していること。 

３ 工作  ボイラーの溶接方法等が構造規

格の規定に適合したものであるこ

とを、構造図その他のボイラーの

溶接方法等について記載された申

請書類により確認する。 

 構造規格第 43 条、第 44 条及び

第 57 条の規定に適合していること

。 

４ 附属品  ボイラーの安全弁又は逃がし弁

に必要な吹出し量の計算が構造規

格の規定に適合したものであるこ

とを、ボイラーに取り付ける附属

品について記載された申請書類に

より確認する。 

 構造規格第 62 条、第 63 条及び

第 65 条又は第 94 条及び第 95 条の

規定に適合していること。 

備考  構造規格第 86 条（鋳鉄製ボイラーにあっては構造規格第 101 条にお

いて準用する構造規格第 86 条）の規定による適用の特例の認定を受け

たボイラーについては、その特例の認定を受けた構造規格の規定に関

する審査の実施に代えて、特例の認定に当たって付された条件に適合

していることを確認する。 
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別表第２ 令第 12条第１項第２号に定める第一種圧力容器の設計審査の方法 

審査項目 審 査 の 方 法 判 定 基 準 

１ 材料  第一種圧力容器の耐圧部分に使

用される主要材料が圧力容器構造

規格（平成 15 年厚生労働省告示

第 196 号。以下この表において「

構造規格」という。）第１編の材

料の規定に適合したものであるこ

とを、第一種圧力容器に使用する

材料について記載された申請書類

により確認する。 

 構造規格第１条及び第２条の規

定に適合していること。 

２ 構造  第一種圧力容器の構造が構造規

格の規定に適合したものであるこ

とを、強度計算書、構造図その他

の第一種圧力容器の構造、耐圧性

能等について記載された申請書類

により確認する。 

 構造規格第３条から第８条まで

、第１編第２章及び第 42 条の規定

に適合していること。 

３ 工作  第一種圧力容器の溶接方法等が

構造規格の規定に適合したもので

あることを、構造図その他の第一

種圧力容器の溶接方法等について

記載された申請書類により確認す

る。 

 構造規格第 40 条、第 41 条、第

43 条、第 47 条及び第 56 条の規定

に適合していること。 

４ 附属品  第一種圧力容器の安全弁又は逃

がし弁に必要な吹出し量の計算等

及びふたの急速開閉装置の構造等

が構造規格の規定に適合したもの

であることを、第一種圧力容器に

取り付ける附属品について記載さ

れた申請書類により確認する。 

 構造規格第 64 条、第 66 条及び

第 67 条の規定に適合していること

。 

備考  構造規格第 70 条の規定による適用の特例の認定を受けた第一種圧力

容器については、その特例の認定を受けた構造規格の規定に関する審

査の実施に代えて、特例の認定に当たって付された条件に適合してい

ることを確認する。 
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別表第３ 令第 12条第１項第３号に定めるクレーンの設計審査の方法 

審査項目 審 査 の 方 法 判 定 基 準 

１ 

構
造
部
分
等 

1.1 材料 （１）使用する材料名を、組立図

等により確認する。 

（２）強度計算に使用する定数を

、強度計算の基準、強度計算書

等（以下「強度計算の基準等」

という。）により確認する。 

 クレーン構造規格（平成７年労

働省告示第 134 号。以下この表に

おいて「構造規格」という。）第

１条及び第２条の規定に適合して

いること。 

1.2 許容応力  強度計算に使用する許容応力を

、強度計算の基準等により確認す

る。 

 構造規格第３条から第７条まで

の規定に適合していること。 

1.3 荷重  強度計算に使用する荷重を、強

度計算の基準等により確認する。 

 構造規格第８条から第 10 条まで

の規定に適合していること。 

1.4 強度 （１）強度計算時の荷重の組合せ

による応力と許容応力の関係を

、強度計算の基準等により確認

する。 

（２）各強度計算の結果を、強度

計算の基準等により確認する。 

 構造規格第 11 条から第 14 条ま

での規定に適合していること。 

1.5 安定度  安定度の計算結果を、強度計算

の基準等により確認する。 

 構造規格第 15 条の規定に適合し

ていること。 

1.6 控え  ケーブルクレーンの控えの仕様

について、組立図等により確認す

る。 

 構造規格第 16 条の規定に適合し

ていること。 

２ 

機
械
部
分 

2.1 ブレーキ  ブレーキの仕様について、組立

図等により確認する。 

 構造規格第 17 条から第 19 条ま

での規定に適合していること。 

2.2 ドラム等  ドラム等の仕様について、組立

図等により確認する。 

 構造規格第 20 条から第 23 条ま

での規定に適合していること。 

2.3 安全装置

等 

 安全装置等の仕様について、組

立図等により確認する。 

 構造規格第 24 条から第 33 条の

２までの規定に適合していること

。 

2.4 電気機器

等 

 電気機器等の仕様について、組

立図等により確認する。 

 構造規格第 34 条から第 38 条ま

での規定に適合していること。 

３ 

附
属
部
分 

3.1 緩衝装置

等 

 緩衝装置等の仕様について、組

立図等により確認する。 

 構造規格第 39 条及び第 40 条の

規定に適合していること。 

3.2 逸走防止

装置等 

 逸走防止装置等の強度について

、強度計算の基準等により確認す

る。 

 構造規格第 41 条及び第 42 条の

規定に適合していること。 

 

3.3 歩道等  歩道等の仕様について、組立図

等により確認する。 

 構造規格第 43 条から第 46 条ま

での規定に適合していること。 

3.4 運転室及

び運転台 

 運転室及び運転台の仕様につい

て、組立図等により確認する。 

 構造規格第 47 条から第 49 条ま

での規定に適合していること。 

４ 加工  溶接、穴あけ、緩み止め等につ

いて、組立図等により確認する。 

 構造規格第 50 条から第 53 条ま

での規定に適合していること。 

５ ワイヤロープ

等 

 ワイヤロープ等の仕様について

、組立図等により確認する。 

 構造規格第 54 条から第 55 条の

２までの規定に適合していること

。 
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６ 雑則  表示銘板について、組立図等に

より確認する。 

 構造規格第 56 条の規定に適合し

ていること。 

備考  構造規格第 57 条の規定による適用除外の認定を受けたクレーンに

ついては、適用しないこととされた規定に関する審査の実施に代えて

、適用除外の認定に当たって付された条件に適合していることを確認

する。 
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別表第４ 令第 12条第１項第４号に定める移動式クレーンの設計審査の方法 

審査項目 審 査 の 方 法 判 定 基 準 

１ 

構
造
部
分
等 

1.1 材料 （１）使用する材料名を、組立図

等により確認する。 

（２）強度計算に使用する定数を

、強度計算の基準等により確認

する。 

 移動式クレーン構造規格（平成

７年労働省告示第 135 号。以下こ

の表において「構造規格」という

。）第１条及び第２条の規定に適

合していること。 

1.2  構造部

分の基準 

 構造部分の基準について、強度

計算の基準等により確認する。 

 

 構造規格第２条の２の規定に適

合していること。 

1.3  許容応

力設計法 

（１）許容応力設計法を使用する

場合において、強度計算に使用

する許容応力を、強度計算の基

準等により確認する。 

（２）許容応力設計法を使用する

場合において、強度計算に使用

する荷重を、強度計算の基準等

により確認する。 

（３）許容応力設計法を使用する

場合において、強度計算時の荷

重の組合せによる応力と許容応

力の関係及び各強度計算の結果

を、強度計算の基準等により確

認する。 

 許容応力設計法を使用する場合

において、構造規格第３条から第

10 条までの規定に適合しているこ

と。 

1.4  限界状

態設計法 

（１）限界状態設計法を使用する

場合において、強度計算に使用

する設計限界応力を、強度計算

の基準等により確認する。 

（２）限界状態設計法を使用する

場合において、強度計算に使用

する荷重を、強度計算の基準等

により確認する。 

（３）限界状態設計法を使用する

場合において、強度計算時の荷

重の組合せによる応力と設計限

界応力の関係及び各強度計算の

結果を、強度計算の基準等によ

り確認する。 

 限界状態設計法を使用する場合

において、構造規格第 10 条の２か

ら第 10 条の８までの規定に適合し

ていること。 

1.5  安全性

等 

（１）疲れ強さに対する安全性を

、強度計算の基準等により確認

する。 

（２）剛性の保持を、強度計算の

基準等により確認する。 

 構造規格第 11 条及び第 12 条の

規定に適合していること。 

（３）安定度について、強度計算

の基準等により確認する。 

 構造規格第 13 条から第 16 条ま

での規定に適合していること。 
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２ 

機
械
部
分 

2.1  ブレー

キ等 

 ブレーキ等の仕様について、組

立図等により確認する。 

 構造規格第 17 条から第 19 条ま

での規定に適合していること。 

2.2  ドラム

等 

 ドラム等の仕様について、組立

図等により確認する。 

 構造規格第 20 条から第 23 条ま

での規定に適合していること。 

2.3  安全装

置等 

 安全装置等の仕様について、組

立図等により確認する。 

 構造規格第 24 条から第 34 条ま

での規定に適合していること。 

2.4  操作部

分等 

（１）操作部分及び運転室の仕様

について、組立図等により確認

する。 

（２）伸縮装置の仕様について、

組立図等により確認する。 

 構造規格第 35 条から第 37 条ま

での規定に適合していること。 

３ 加工  溶接、穴あけ、緩み止め等につ

いて、組立図等により確認する。 

 構造規格第 38 条から第 40 条ま

での規定に適合していること。 

４ ワイヤロープ

及びつりチェー

ン 

 ワイヤロープ等の仕様について

、組立図等により確認する。 

 構造規格第 41 条及び第 42 条の

規定に適合していること。 

５ 雑則  表示銘板について、組立図等に

より確認する。 

 構造規格第 43 条の規定に適合し

ていること。 

備考  構造規格第 45 条の規定による適用除外の認定を受けた移動式クレー

ンについては、適用しないこととされた規定に関する審査の実施に代

えて、適用除外の認定に当たって付された条件に適合していることを

確認する。 
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別表第５ 令第 12条第１項第５号に定めるデリックの設計審査の方法 

審査項目 審 査 の 方 法 判 定 基 準 

１ 

構
造
部
分 

1.1 材料 （１）使用する材料名を、組立図

等により確認する。 

（２）強度計算に使用する定数を

、強度計算の基準等により確認

する。 

 デリツク構造規格（昭和 37 年労

働省告示第 55 号。以下この表にお

いて「構造規格」という。）第１

条から第３条までの規定に適合し

ていること。 

1.2  許容応

力 

 強度計算に使用する許容応力を

、強度計算の基準等により確認す

る。 

 構造規格第４条から第９条まで

の規定に適合していること。 

1.3 荷重  強度計算に使用する荷重を、強

度計算の基準等により確認する。 

 構造規格第 10 条から第 12 条ま

での規定に適合していること。 

1.4  強度計

算等 

（１）強度計算時の荷重の組合せ

による応力と許容応力の関係を

、強度計算の基準等により確認

する。 

（２）各強度計算の結果を、強度

計算の基準等により確認する。 

 構造規格第 13 条から第 15 条ま

での規定に適合していること。 

1.5 控え等  控え等の仕様について、組立図

等により確認する。 

 構造規格第 16 条から第 19 条ま

での規定に適合していること。 

1.6 加工  溶接、穴あけ、緩み止め等につ

いて、組立図等により確認する。 

 構造規格第 20 条から第 25 条ま

での規定に適合していること。 

２ 

機
械
部
分 

2.1  ブレー

キ 

 ブレーキの仕様について、組立

図等により確認する。 

 構造規格第 26 条の規定に適合し

ていること。 

2.2  ドラム

等 

 ドラム等の仕様について、組立

図等により確認する。 

 構造規格第 27 条から第 29 条ま

での規定に適合していること。 

2.3  安全装

置等 

 安全装置等の仕様について、組

立図等により確認する。 

 構造規格第 30 条から第 32 条ま

での規定に適合していること。 

2.4  操作回

路等 

 操作回路等の仕様について、組

立図等により確認する。 

 構造規格第 33 条及び第 34 条の

規定に適合していること。 

2.5  回転部

分等 

 回転部分等について、組立図等

により確認する。 

 構造規格第 35 条から第 37 条ま

での規定に適合していること。 

３ ワイヤロープ  ワイヤロープの仕様について、

組立図等により確認する。 

 構造規格第 38 条の規定に適合し

ていること。 

４ 運転室及び運

転台 

 運転室及び運転台の仕様につい

て、組立図等により確認する。 

 構造規格第 39 条及び第 40 条の

規定に適合していること。 

５ 雑則  表示銘板について、組立図等に

より確認する。 

 構造規格第 41 条の規定に適合し

ていること。 

備考  構造規格第 42 条の規定による適用の除外の認定を受けたデリックに

ついては、適用しないこととされた規定に関する審査の実施に代えて

、適用の除外の認定に当たって付された条件に適合していることを確

認する。 
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別表第６ 令第 12条第１項第６号に定めるエレベーターの設計審査の方法 

審査項目 審 査 の 方 法 判 定 基 準 

１ 

構
造
部
分 

1.1 材料 （１）使用する材料名を、組立図

等により確認する。 

（２）強度計算に使用する定数を

、強度計算の基準等により確認

する。 

（３）支持はりを有するものは、

その構造を、組立図等により確

認する。 

 エレベーター構造規格（平成５

年労働省告示第 91 号。以下この表

において「構造規格」という。）

第１条から第３条までの規定に適

合していること。 

1.2  許容応

力 

 強度計算に使用する許容応力を

、強度計算の基準等により確認す

る。 

 構造規格第４条から第 10 条まで

の規定に適合していること。 

1.3 荷重  強度計算に使用する荷重を、強

度計算の基準等により確認する。 

 構造規格第 11 条から第 13 条ま

での規定に適合していること。 

1.4 強度 （１）強度計算時の荷重の組合せ

による応力と許容応力の関係を

、強度計算の基準等により確認

する。 

（２）各強度計算の結果を、強度

計算の基準等により確認する。 

 構造規格第 14 条及び第 15 条の

規定に適合していること。 

1.5  昇降路

等 

 昇降路等の仕様について、組立

図等により確認する。 

 構造規格第 16 条から第 23 条ま

での規定に適合していること。 

２ 

機
械
部
分 

2.1  昇降装

置等 

 昇降装置等の仕様について、組

立図等により確認する。 

 構造規格第 25 条から第 29 条ま

での規定に適合していること。 

2.2  安全装

置等 

 安全装置等の仕様について、組

立図等により確認する。 

 構造規格第 30 条から第 34 条ま

での規定に適合していること。 

2.3  電気機

器等 

 電気機器等の仕様について、組

立図等により確認する。 

 構造規格第 35 条及び第 36 条の

規定に適合していること。 

３ 加工  溶接、穴あけ、緩み止め等につ

いて、組立図等により確認する。 

 構造規格第 37 条から第 39 条ま

での規定に適合していること。 

４ ワイヤロープ

及びチェーン 

 ワイヤロープ等の仕様について

、組立図等により確認する。 

 構造規格第 40 条及び第 41 条の

規定に適合していること。 

５ 雑則  表示銘板について、組立図等に

より確認する。 

 構造規格第 42 条の規定に適合し

ていること。 

備考  構造規格第 43 条の規定による適用除外の認定を受けたエレベーター

については、適用しないこととされた規定に関する審査の実施に代え

て、適用除外の認定に当たって付された条件に適合していることを確

認する。 
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別表第７ 令第 12条第１項第７号に定める建設用リフトの設計審査の方法 

審査項目 審 査 の 方 法 判 定 基 準 

１ 

構
造
部
分 

1.1 材料 （１）使用する材料名を、組立図

等により確認する。 

（２）強度計算に使用する定数を

、強度計算の基準等により確認

する。 

 建設用リフト構造規格（昭和 37

年労働省告示第 58 号。以下この表

において「構造規格」という。）

第１条から第３条までの規定に適

合していること。 

1.2 許容応力  強度計算に使用する許容応力を

、強度計算の基準等により確認す

る。 

 構造規格第４条から第９条まで

の規定に適合していること。 

1.3 荷重  強度計算に使用する荷重を、強

度計算の基準等により確認する。 

 構造規格第 10 条から第 12 条ま

での規定に適合していること。 

1.4 強度計算

等 

（１）強度計算時の荷重の組合せ

による応力と許容応力の関係を

、強度計算の基準等により確認

する。 

（２）各強度計算の結果を、強度

計算の基準等により確認する。 

 構造規格第 13 条及び第 14 条の

規定に適合していること。 

1.5 昇降路塔

等 

 昇降路塔等の仕様について、組

立図等により確認する。 

 構造規格第 15 条から第 22 条ま

での規定に適合していること。 

1.6 加工  溶接、穴あけ、緩み止め等につ

いて、組立図等により確認する。 

 構造規格第 23 条から第 27 条ま

での規定に適合していること。 

２ 

機
械
部
分 

2.1 ウインチ

等 

 ウインチ等の仕様について、組

立図等により確認する。 

 構造規格第 28 条から第 30 条ま

での規定に適合していること。 

2.2 ドラム等  ドラム等の仕様について、組立

図等により確認する。 

 構造規格第 31 条から第 33 条ま

での規定に適合していること。 

2.3 回転部分

等 

 回転部分等について、組立図等

により確認する。 

 構造規格第 34 条及び第 35 条の

規定に適合していること。 

３ ワイヤロープ  ワイヤロープの仕様について、

組立図等により確認する。 

 構造規格第 36 条の規定に適合し

ていること。 

４ 運転室及び運

転台 

 運転室及び運転台の仕様につい

て、組立図等により確認する。 

 構造規格第 37 条及び第 38 条の

規定に適合していること。 

５ 雑則  表示銘板について、組立図等に

より確認する。 

 構造規格第 39 条の規定に適合し

ていること。 

備考  構造規格第 40 条の規定による適用の除外の認定を受けた建設用リ

フトについては、適用しないこととされた規定に関する審査の実施に

代えて、適用の除外の認定に当たって付された条件に適合しているこ

とを確認する。 
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別表第８ 令第 12条第１項第８号に定めるゴンドラの設計審査の方法 

審査項目 審 査 の 方 法 判 定 基 準 

１ 

構
造
部
分
等 

1.1 材料 （１）使用する材料名を、組立図

等により確認する。 

（２）強度計算に使用する定数を

、強度計算の基準等により確認

する。 

 ゴンドラ構造規格（平成６年労

働省告示第 26 号。以下この表に

おいて「構造規格」という。）第

１条及び第２条の規定に適合して

いること。 

1.2  許容応

力 

 強度計算に使用する許容応力を

、強度計算の基準等により確認す

る。 

 構造規格第３条から第７条まで

の規定に適合していること。 

1.3 荷重  強度計算に使用する荷重を、強

度計算の基準等により確認する。 

 構造規格第８条から第 13 条ま

での規定に適合していること。 

1.4 強度 （１）強度計算時の荷重の組合せ

による応力と許容応力の関係を

、強度計算の基準等により確認

する。 

（２）各強度計算の結果を、強度

計算の基準等により確認する。 

 構造規格第 14 条から第 16 条ま

での規定に適合していること。 

1.5 安定度  安定度の計算結果を、強度計算

の基準等により確認する。 

 構造規格第 17 条の規定に適合

していること。 

1.6  作業床

等 

 作業床等の仕様について、組立

図等により確認する。 

 構造規格第 18 条から第 20 条ま

での規定に適合していること。 

２ 

機
械
部
分 

2.1  ブレー

キ 

 ブレーキの仕様について、組立

図等により確認する。 

 構造規格第 21 条及び第 22 条の

規定に適合していること。 

2.2  ドラム

等 

 ドラム等の仕様について、組立

図等により確認する。 

 構造規格第 23 条から第 26 条ま

での規定に適合していること。 

2.3  安全装

置等 

 安全装置等の仕様について、組

立図等により確認する。 

 構造規格第 27 条から第 32 条ま

での規定に適合していること。 

2.4  電気機

器等 

 電気機器等の仕様について、組

立図等により確認する。 

 構造規格第 33 条から第 36 条ま

での規定に適合していること。 

３ 加工  溶接、穴あけ、緩み止め等につ

いて、組立図等により確認する。 

 構造規格第 37 条から第 39 条ま

での規定に適合していること。 

４ ワイヤロープ

等 

 ワイヤロープ等の仕様について

、組立図等により確認する。 

 構造規格第 40 条から第 43 条ま

での規定に適合していること。 

５ 雑則  表示銘板について、組立図等に

より確認する。 

 構造規格第 44 条の規定に適合

していること。 

備考  構造規格第 45 条の規定による適用除外の認定を受けたゴンドラに

ついては、適用しないこととされた規定に関する審査の実施に代えて

、適用除外の認定に当たって付された条件に適合していることを確認

する。 

 


